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	１．本号でいう「他人」とは、現存する者とし、また、外国人を含むものとす
	２．自己の氏名等と他人の氏名等が一致するときは、その他人の承諾を要する
	３．本号でいう「著名」の程度の判断については、商品又は役務との関係を考

